
平成 29年度第 2回介護保険運営協議会会議録 

 

 

日 時：平成 29年 9月 25日（月） 午後 7時 00分 ～ 午後 7時 46分 

 

場 所：二宮町町民センター ２Aクラブ室 

 

出席者：介護保険運営協議会委員：10名 

事務局：健康福祉部長・福祉保険課長・介護保険班長・介護保険班員 1名・地域

包括ケアシステム担当課長・地域包括ケアシステム班長・地域包括ケア

システム班員 1名・地域包括支援センター職員 1名・(株)名豊職員 1名 

 

次第 

 １．開会 

 ２．あいさつ 

 ３．議題 

   （１）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の課題と骨子について 

   （２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会議の状況 

 

午後 7時 00分 開始 

 

あいさつ 

 会 長  限られた時間になるが、活発なご意見を皆様よりお聞きしたいのでよろしく

お願いいたします。 

 

 事務局  議事にそって進めたいと思います。 

      議事につきましては、規定により会長が議長になるとなっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 会 長  それでは高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の課題と骨子についての説明

を事務局よりお願いいたします。 

 

 名 豊  資料 1説明 

 

 会 長  それでは、事務局より資料の説明がございましたが、委員の皆様ご質問等ご

ざいますでしょうか。 

 

 委 員  二宮町が特に力を入れたい部分があれば、お聞きしたい。  

 

 事務局  地域包括ケアシステムの取組は多岐に渡っている中、二宮町の取組として

は、今年度より各地区に歩いて行ける場所に通いの場を設け、週１回程度皆さ

んで集まって健康づくりや生活支援など情報交換ができる仕組みを一緒に作り

上げている。そこをベースにして相談内容を必要に応じて専門家につなげられ

るよう強化していく。専門職においてはマネジメント機能を強化していかない

といけないためその仕組みづくりを確立していく。 

  

委 員  資料 1に新計画の体系骨子(案)があるが、そこの内容を見ると第 6期の計画

を反映していくものが多い。もちろん国から提示された新しい内容も盛り込ん

でいかないといけないが、第 6期の計画を推進していってどういった成果が上

がっているのか、残されているものは何か、その原因は何か、どうしたらその

内容が次の計画に反映されていくのかが重要であるため、現況を教えて欲し

い。 

 



 事務局  平成 27年度の介護保険法改正によって地域支援事業の内容が広がったが、

県との会議上では事業の効果測定の在り方が示されなかったため、先行自治体

の情報を得ながら取り組んでいく。 

 

 委 員  国・県の部分ではなく、町で作成した計画についての課題と評価をお聞きし

たい。 

 

 事務局  町の第 6期計画の課題と評価についてはまだまとめきれていない。次の第 3

回介護保険運営協議会の際に、どこが達成され、第 7期にどのようなことが反

映されるのかの資料を提示したい。 

 

 委 員  第 6期計画の計画策定にも携わっているため策定の難しさは承知している。

その計画を 3年たってなにもなかったではいけない。第 6期の計画の成果を次

の計画に活かして欲しい。 

 

 会 長  第 6期計画がどの程度実行されているのか次回に資料提供していただきた

い。 

 

 委 員  通いの場が始まったが、各地区でやっていることがバラバラである。それで

いいのかもしれないが、町の方でこうした方がいいなどの指導は行うのか、町

のかかわり方を知りたい。 

 

 事務局  通いの場は各地区でやりやすい方法で運営してもらっている。その中で課題

が見えてきたら、町、社会福祉協議会や包括支援センターが連携して相談にの

り解決に向けて取り組んでいく。 

 

 事務局  地域の協議体を作り上げ、各地区で共有できる機会を作っていき連携を取っ

ていく。 

 

 委 員  いつも決まった人たちしか来ないのでこの状況でいいのかなと感じている。

今後新しい人をどう取り込んでいくのか。 

 

 事務局  成功した事例があれば、各地区に共有していきたい。 

 

 委 員  介護保険制度の法改正により要支援者のデイサービスと認定を受ける前の方

などの介護予防事業が総合事業に移り、その受け皿の一つが通いの場と理解し



ている。通いの場は地域に任されているが、ケアプランを作る際は、その中に

選択肢として通いの場が入ってこなければならない。それについて、どう把握

しているのか。 

 

 包 括  ケアプラン上に反映される。 

 

 委 員  ケアプラン上に反映されているのなら、今後通いの場の実績が増えるような

位置づけになってほしい。 

 

 包 括  法改正はしたが今までの介護保険事業所が実施する通所型サービスを使えな

くなったということはなく、必要な方には今までどおり利用できる。その中で

地域の通いの場を利用することは大事なことなので、ケアプラン上にも位置づ

けている。 

 

会 長  続きまして議題 2についてご意見はありますか。 

 

 委 員  会長にお聞きしたいのですが、医療と介護の連携にも関係してくると思う

が、在宅療養支援診療所は、二宮町では増えているのか。 

 

会 長  町内では 4 か所あり、医師会でも訪問看護ステーションと年 2 回中郡在宅医

療連携委員会を開催し連携を図っている。次回までに提供できるものがあれば

用意する。それ以外にはどうか。次回のスケジュールについてはどうか。 

 

事務局  11 月の月曜日を予定している。後日日程調整の連絡をさせていただくのでご

協力よろしくお願いします。 

 

会 長  ご意見・ご質問等がないようですので、以上で平成 29 年度第 2 回介護保険運

営協議会を終了といたします。本日はお疲れ様でした。 

 

午後 7時 46分閉会  

 


